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外
免
切
替
制
度
の
懸
念
と
国
際
免
許
の
制
度
的
抜
け
穴
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

一
九
四
九
年
に
採
択
さ
れ
た
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
（
以
下
、
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
」
と
い
う
。
）
は
、
締
約
国
に
お
い

て
国
際
運
転
免
許
証
を
所
持
す
る
者
の
運
転
を
認
め
て
い
る
。
日
本
の
運
転
免
許
証
保
持
者
は
、
こ
の
制
度
に
基
づ
き
国
際
運

転
免
許
証
を
取
得
し
、
条
約
締
約
国
で
運
転
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

 

し
か
し
近
年
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
加
盟
し
て
い
な
い
国
の
免
許
保
持
者
が
日
本
で
運
転
免
許
証
を
取
得
し
、
国
際
運
転
免

許
証
を
申
請
す
る
ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
得
者
は
、
日
本
の
運
転
免
許
証
を
基
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
加
盟
国

百
一
カ
国
で
運
転
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。 

 

こ
の
背
景
に
は
、
外
国
で
取
得
し
た
運
転
免
許
証
を
日
本
の
運
転
免
許
証
に
切
り
替
え
る
制
度
（
以
下
、
「
外
免
切
替
」
と

い
う
。
）
が
あ
る
。
二
〇
二
三
年
の
外
国
籍
の
者
に
よ
る
外
免
切
替
件
数
は
五
万
六
千
二
十
二
件
（
前
年
比
二
十
八
％
増
）
、

外
国
人
に
対
す
る
国
際
運
転
免
許
証
の
交
付
件
数
は
二
万
千
四
百
十
六
件
（
前
年
比
三
十
三
％
増
）
と
、
い
ず
れ
も
増
加
し
て

い
る
。 

 

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
外
免
切
替
を
目
的
と
し
た
観
光
ツ
ア
ー
が
登
場
し
、
日
本
の
運
転
免
許
試
験
場
に
は
長
蛇
の
列
が
で

き
る
な
ど
、
現
場
の
混
乱
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
日
本
の
運
転
免
許
証
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
未
締



 

２ 

 

約
国
の
免
許
保
持
者
に
と
っ
て
「
抜
け
穴
」
と
し
て
悪
用
さ
れ
て
い
る
懸
念
が
強
ま
っ
て
い
る
と
考
え
る
。 

 

国
際
道
路
交
通
事
故
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
道
路
交
通
事
故
死
亡
率
は
十
万
人
当
た
り
二
・
六
人
と
、
世
界
的

に
も
低
水
準
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
免
許
取
得
者
の
大
半
が
、
教
習
所
で
の
徹
底
教
育
と
厳
格
な
試
験
を
経
て
免
許
を
取

得
し
て
お
り
、
こ
れ
が
交
通
事
故
死
亡
率
の
低
さ
に
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
日
本
の
運
転
免
許
制
度
は
厳
格
な
基
準
を
持
つ
も
の
と
し
て
国
際
的
に
信
頼
を
得
て
お
り
、
ド
イ
ツ

や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
は
、
日
本
の
免
許
を
現
地
免
許
に
切
り
替
え
や
す
い
制
度
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
外
免
切
替
で
は
、
日
本
人
が
受
け
る
教
育
プ
ロ
セ
ス
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
知
識
試
験
は
十
問
の
○×

式
問
題
の

み
で
、
七
問
以
上
正
解
す
れ
ば
合
格
と
な
る
。
日
本
人
向
け
の
百
問
試
験
と
は
大
き
く
異
な
り
、
内
容
も
基
礎
的
な
も
の
に
限

ら
れ
る
。
技
能
試
験
も
Ｓ
字
走
行
、
ク
ラ
ン
ク
、
千
二
百
メ
ー
ト
ル
走
行
、
一
時
停
止
及
び
交
差
点
通
行
の
み
で
、
公
道
で
の

試
験
は
実
施
さ
れ
な
い
。
知
識
試
験
と
合
わ
せ
て
も
一
日
で
完
了
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
基
準
の
違
い
が
影
響
し
て
い
る
の
か
、
外
国
人
ド
ラ
イ
バ
ー
の
交
通
事
故
率
は
全
国
平
均
の
一
・
八
倍
に
達
し
て

い
る
。
本
年
二
月
二
日
の
朝
日
新
聞
に
よ
る
と
、
公
益
財
団
法
人
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
の
調
査
で
は
、
短
期
滞
在
の

訪
日
外
国
人
に
よ
る
レ
ン
タ
カ
ー
事
故
が
増
加
し
て
お
り
、
二
〇
二
三
年
に
は
全
国
で
五
十
七
件
発
生
し
た
。
ま
た
、
そ
の
約



 

３ 

 

八
割
が
沖
縄
県
と
北
海
道
に
集
中
し
、
い
わ
ゆ
る
右
直
事
故
や
出
会
い
頭
事
故
が
目
立
つ
と
い
う
。
原
因
と
し
て
、
日
本
語
表

記
の
理
解
不
足
や
通
行
ル
ー
ル
の
違
い
、
日
本
の
交
通
文
化
へ
の
不
慣
れ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
外
国

人
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
事
故
増
加
の
一
因
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
問
題
が
放
置
さ
れ
れ
ば
、
日
本
の
運
転
免
許
制
度
の
信
頼
性

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
考
え
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。 

一 

外
免
切
替
に
つ
い
て 

 

１ 

直
近
の
年
度
に
お
け
る
外
国
籍
の
者
に
よ
る
外
免
切
替
の
申
請
件
数
及
び
国
籍
別
の
件
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り

示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

外
国
人
に
対
す
る
国
際
運
転
免
許
証
の
交
付
件
数
及
び
国
籍
別
の
件
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
示
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

１
及
び
２
に
つ
い
て
、
十
年
前
と
比
較
し
、
ど
の
程
度
増
加
し
た
の
か
増
加
率
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

私
が
過
去
に
提
出
し
た
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
二
一
六
第
二
八
号
）
に
お
い
て
、
政
府
は
、
外
免
切
替
に
つ

い
て
、
「
当
該
国
又
は
地
域
の
運
転
免
許
制
度
等
が
我
が
国
と
同
等
の
水
準
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
国
又
は
地
域
以
外
の
運

転
免
許
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
、
質
問
に
よ
る
必
要
な
知
識
の
確
認
及
び



 

４ 

 

実
技
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
技
能
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
」
と
答
弁
し
た
。
他
方
、
本
年
二
月
四
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会

に
お
い
て
、
坂
井
学
国
家
公
安
委
員
長
は
、
外
免
切
替
の
学
科
試
験
に
つ
い
て
「
私
が
見
て
も
簡
易
な
、
安
易
な
も
の
」
と

答
弁
し
、
同
年
三
月
三
日
の
同
委
員
会
で
は
、
外
免
切
替
に
つ
い
て
課
題
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
今
後
、
海
外
の
外
免
切
替

に
類
似
し
た
制
度
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
制
度
と
運
用
の
両
面
か
ら
検
討
を
進
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

１ 

政
府
が
認
識
し
て
い
る
外
免
切
替
の
課
題
は
何
か
。 

 

２ 

今
後
、
外
免
切
替
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
直
す
の
か
。 

三 

外
国
人
ド
ラ
イ
バ
ー
の
事
故
が
特
定
地
域
に
集
中
し
、
地
域
住
民
の
不
安
を
招
い
て
い
る
現
状
に
つ
い
て 

 

１ 

政
府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。 

 

２ 

単
な
る
啓
発
活
動
で
は
な
く
、
事
故
の
発
生
を
抑
制
す
る
た
め
の
具
体
的
な
規
制
措
置
や
制
度
改
正
が
必
要
と
考
え
る

が
、
検
討
し
て
い
る
か
。 

四 

前
述
の
と
お
り
、
現
状
の
制
度
で
は
、
日
本
発
行
の
国
際
運
転
免
許
証
を
所
持
す
る
外
国
人
に
よ
る
交
通
事
故
や
違
反
の

増
加
が
懸
念
さ
れ
る
。
日
本
の
国
際
運
転
免
許
証
の
信
頼
が
損
な
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
各
国
が
受
入
条
件
を
厳
格
化
す
る

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
運
転
免
許
制
度
の
運
用
が
日
本
発
行
の
国
際
運
転
免



 

５ 

 

許
証
の
受
入
条
件
や
国
際
的
な
信
頼
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
対
応
の
必
要
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
検
討
し
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。  

五 

日
本
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
締
結
国
と
し
て
、
国
際
免
許
の
適
正
な
運
用
を
担
保
す
る
責
任
を
負
う
立
場
に
あ
る
と
考
え
る

が
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


